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～プログラム～
●13時30分～ オープニングセレモニー

●13時45分～ 記念講演 演題「みんなで創り、育てよう！地域力」

講師：米田 博氏（地域創造アドバイザー）

●14時40分～ ＮＰＯ・ボランティア団体交流会

ＮＰＯ法人、ボランティアおよび地域づくり団体等に参加していただき、交流や情報交換、

共通課題への対策等を話し合い、それぞれの社会貢献活動を、今後に繋げていくための会議

です。

●15時30分～ 助成金知っ得講座 講師：花岡 憲司氏（四国大学非常勤講師）

自団体の活動目的や目標を見直し、助成金情報収集の方法や申請書作成の仕方・ポイント、

そして助成金獲得のためのノウハウやコツを講義や演習を通じて習得していただきます。

※その他、ＮＰＯ・ボランティア活動に関する相談会や、活動団体の紹介コーナー

も設置しています。

●申し込み・問い合わせ先 とくしま県民活動プラザ緯０８８664８２１１

とくしま県民活動プラザ「西部サテライトオフィス」

～移動オフィスｉｎ美馬市～

１３時３０分～１７時
ところ：脇町老人福祉センター（美馬市脇町大字脇町1265－1）

１０/１７
（土）

～うだつの町並みと寺町に喫煙所～
10月１日、うだつの町並みで喫煙所の開所式と路上喫煙防

止のＰＲイベントを行いました。美馬市では、平成20年３

月に美馬市環境基本計画を策定し、重点実施事業の１つとし

て「歴史的建造物環境保全プロジェクト」を掲げています。

このプロジェクトには、歴史的建造物地区での路上喫煙の禁

止などが盛り込まれています。

これを受け、路上喫煙を禁止する路上喫煙防止条例が本年

７月に制定され、重点区域内（うだつの町並み・寺町）にお

いて路上喫煙を行った場合、1,000円の過料を徴収すること

となりました。また同時に、重点区域内には市が指定する喫煙所を設置することとなりました。

開所式では、喫煙所に灰皿を寄贈いただいたＪＴ（日本たばこ産業）に対し感謝状が贈呈さ

れ、関係者によるテープカットが行われました。その後、脇町幼稚園の園児らにより、路上喫

煙防止条例施行のＰＲチラシなどの配布が行われました。今後も清潔で安全な町づくりの実

現に向け、皆様のご協力をよろしくお願いします。

▲園児らによるＰＲチラシの配布


